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避難行動要支援者名簿に登録しましょう
～災害時避難行動要支援者避難支援事業～

市では、大規模災害の発生時に、身体が不自由などの理由により自力または家族の支援だけでは避難することが困難な
方や不安のある方の避難支援などに役立てるため「避難行動要支援者名簿」を作成しています。
名簿に登録された方の情報は、民生児童委員連絡協議会や行政区長連合会、消防団などに提供し、地域での災害時の安
否確認や避難支援活動に使用します。
災害発生時の避難行動に不安があり、自身の情報を地域の支援者に提供することを希望する方は、避難支援プラン同意
確認書（個別計画）を提出してください。ただし、この制度は災害時の支援を必ずしも保証するものではありません。
●対象者　
　・要介護３以上の認定を受けている在宅の方
　・身体障害者手帳 1･2 級を交付されている在宅の方
　・療育手帳Ａを交付されている在宅の方
　・精神障害者保健福祉手帳 1･2 級を交付されている単身在宅の方
　・市の生活支援を受けている難病患者
　・おおむね 70 歳以上の一人暮らし・高齢者世帯の方
　・自ら避難行動要支援者名簿への掲載を希望する方
●登録方法　

・対象者には、市から避難支援プラン同意確認書（個別計画）を送付します。
・自ら名簿への記載を希望する方は、高齢福祉課または各行政局市民係で避難支援プラン同意確認書（個別計画）を
　配布します。

※詳しい内容は、保健福祉部高齢福祉課へお問い合わせください。

問保健福祉部　高齢福祉課　(82-1115　各行政局市民係

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 

3 つの対策を地域で取り組み、野生動物が住みにくい環境を作りましょう！

鳥獣被害対策のいろは◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 

１．まずは、環境整備！
動物の餌になる放棄果樹や、隠れ場所になるやぶなどを、
農地や集落の周辺からなくしましょう。

２．さらに、被害対策！
侵入防止柵や追い払いなど、動物を農地や住宅地に侵入
させないようにしましょう。

３．それでもダメなら、捕獲！
環境整備や被害対策を徹底しても被害がでる場合は、加
害個体を捕獲しましょう。

作成：避難地域鳥獣対策支援員

田村市の
取り組み

・鳥獣被害対策実施隊による捕獲活動
・電気柵の設置補助
・被害対策の支援

※詳しい内容やご相談は、産業部農林課までお問い合わせください。

問産業部　農林課　(81-2511

市役所本庁舎 廃食用油回収場所 変更のお知らせ

市では、本庁舎と各行政局で廃食用油の回収を行っています。
市役所本庁舎の廃食用油回収場所を下図のとおり変更しました。

　　【変更後の回収場所】

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 

★

回収された廃食用油は、バイオディーゼル燃料としてリサイクル
されます。廃食用油のリサイクルで河川の水質汚濁防止や家庭ご
みの減量化につながり 、地球温暖化防止にも効果がありますの
でご協力ください。

問市民部　生活環境課　(81-2272
　滝根行政局　市民係　(78-2111
　大越行政局　市民係　(79-2111
　都路行政局　市民係　(75-2111
　常葉行政局　市民係　(77-2111

市の最新情報や魅力、緊急情報などを SNS・メールで配信中！◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 

Facebook（フェイスブック）

LINE（ライン）

Twitter（ツイッター）

Instagram（インスタグラム）

田村市情報メール

市のニュースやイベント情報、緊急情報などを配信しています。
田村市に「いいね！」をお願いします！

友だち登録することで、市のニュースやイベント情報、
緊急情報などを受け取ることができます。
田村市と友だちになってください！

市のニュースやイベント情報、緊急情報などを 140 文字以内で
簡潔にまとめ、タイムリーにお伝えします。
田村市をフォローしてください！

市の魅力や観光情報をキャンペーンクルーと共にお届
けします。
田村市をフォローしてください！

災害時の避難情報や犯罪被害の情報などメールでお届けします。
【登録方法】QR コードを読み取り、配信登録用メールアドレ
スへ空メールを送信。仮登録受付メールを受信したら、メール
内 URL から配信登録を行ってください。


